
３０・１・２８

（2）

携
・
協
力
し
合
っ
て
、「
少
子
化

問
題
」
に
真
正
面
か
ら
取
り
組

み
、
若
い
世
代
が
安
心
し
て
、

結
婚
、
妊
娠
・
出
産
、
子
育
て

が
で
き
る
社
会
を
構
築
す
る
こ

と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
地

方
自
治
体
議
会
並
び
に
地
方
自

治
体
行
政
は
、
子
ど
も
た
ち
に

一
番
近
い
と
こ
ろ
で
、
子
ど
も

た
ち
の
視
点
に
立
ち
、
「
児
童

の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
子
ど

も
の
権
利
条
約
）」に
基
づ
き
、

全
て
の
子
ど
も
の
健
や
か
な
育

ち
を
目
指
し
て
、
日
夜
、
子
ど

も
た
ち
を
中
心
と
し
た
支
援
・

自
立
策
を
創
意
工
夫
し
、
そ
の

実
現
に
邁
進
し
て
い
る
。
よ
っ

て
、
本
市
議
会
は
、
政
府
に
対

し
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
・
自
立
施

策
の
充
実
強
化
が
喫
緊
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
根
幹
と
な
る
全
国
共
通
の

基
盤
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

地
方
自
治
体
が
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
施
策
を
実
施
で
き
る
よ

う
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
強
く

求
め
る
。
⑴
幼
児
教
育
・
保
育

の
無
償
化
等
の
具
体
化
に
向

け
、
国
は
、
地
方
自
治
体
と
の

十
分
な
協
議
を
行
い
、
必
要
な

財
源
の
確
保
を
国
の
責
任
に
お

い
て
行
い
、
地
方
自
治
体
の
負

担
を
避
け
る
こ
と
。
⑵
待
機
児

童
の
解
消
に
向
け
て
、
保
育
人

材
の
確
保
に
係
る
支
援
や
保
育

士
の
さ
ら
な
る
処
遇
改
善
を
図

る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
保
育
施

設
等
の
整
備
・
更
新
事
業
等
に

必
要
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。
⑶
ひ
と
り
親
家
庭
や
多
子

世
帯
へ
の
支
援
策
の
強
化
、
給

付
型
奨
学
金
の
拡
充
等
に
よ
る

教
育
費
負
担
の
軽
減
、
進
学
支

援
の
拡
充
等
、
子
ど
も
の
貧
困

対
策
及
び
自
立
支
援
を
さ
ら
に

強
化
し
、
国
に
お
い
て
必
要
な

財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

ビ
ス
だ
け
で
も
全
国
で
延
べ
約

50
万
人
が
利
用
し
て
お
り
、
こ

の
う
ち
約
７
割
の
事
業
所
が
軽

減
措
置
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
。
生
活
介
護
等
の
通
所
施
設

利
用
者
の
多
く
は
、
年
金
と
工

賃
が
主
な
収
入
と
な
っ
て
お

り
、
三
鷹
市
内
に
あ
る
就
労
継

続
支
援
Ｂ
型
の
幾
つ
か
の
施
設

に
お
伺
い
し
た
と
こ
ろ
利
用
者

の
月
平
均
の
工
賃
は
約
１
万
円

ほ
ど
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
障
が
い
者
団
体
「
き
ょ
う
さ

れ
ん
」
が
２
０
１
６
年
５
月
に

行
っ
た
調
査
で
は
、
障
が
い
の

あ
る
方
の
98
・
１
％
が
年
収
200

万
円
以
下
と
い
う
実
態
も
報
告

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
障

が
い
の
あ
る
方
の
実
情
か
ら
考

え
れ
ば
、
通
所
施
設
の
食
費
全

額
負
担
が
い
か
に
大
き
な
「
障

害
」
と
し
て
障
が
い
の
あ
る
方

に
さ
ら
な
る
過
重
な
社
会
的
、

制
度
的
障
害
を
背
負
わ
せ
る
こ

と
に
な
る
か
は
火
を
見
る
よ
り

明
ら
か
で
あ
る
。
政
府
は
、
障

が
い
の
あ
る
方
も
地
域
で
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
構
築
を

目
指
し
て
お
り
、
こ
の
政
策
的

流
れ
に
も
逆
行
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
負
担
増
の
た
め
に
、

施
設
利
用
を
控
え
る
方
が
出
て

く
る
可
能
性
も
予
想
さ
れ
る
。

障
が
い
が
あ
っ
て
も
社
会
の
中

で
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら
し

て
い
け
る
と
い
う
福
祉
の
あ
り

方
そ
の
も
の
を
も
否
定
す
る
も

の
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
市

議
会
は
、
国
会
及
び
政
府
に
対

し
、
障
が
い
者
通
所
施
設
に
お

け
る
食
費
実
費
負
担
に
係
る
減

免
措
置
の
継
続
を
強
く
求
め

る
。

▪
全
て
の
子
ど
も
の
健
や
か
な

育
ち
を
保
障
す
る
諸
施
策
の
充

実
を
求
め
る
意
見
書

　

少
子
長
寿
化
が
進
展
す
る

中
、
国
と
地
方
自
治
体
が
連

て
も
、
学
校
給
食
費
を
小
・
中

学
校
で
完
全
無
償
化
す
る
と
な

る
と
、
各
家
庭
に
お
い
て
は
、

年
間
５
万
円
程
度
の
負
担
軽
減

と
な
る
一
方
、
本
市
の
負
担
が

６
億
３
千
万
円
と
な
る
。
全
国

で
は
今
年
度
、
83
市
町
村
が
教

育
的
効
果
の
ほ
か
、
子
育
て
支

援
や
子
ど
も
の
貧
困
対
策
と
し

て
、
学
校
給
食
を
無
償
で
提
供

し
て
い
る
。
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
温
か
く
お
い
し
い
給
食

を
、
家
庭
の
経
済
状
況
に
か
か

わ
ら
ず
子
ど
も
に
提
供
す
る
こ

と
は
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
成

長
の
た
め
に
非
常
に
重
要
で
あ

る
。
し
か
し
、
給
食
費
無
償
化

は
人
件
費
や
高
騰
す
る
材
料
費

な
ど
に
よ
っ
て
、
自
治
体
財
政

を
圧
迫
す
る
な
ど
の
懸
念
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
解
決
す

べ
き
問
題
も
多
く
、
実
施
に
踏

み
切
れ
な
い
市
町
村
も
少
な
く

な
い
。
よ
っ
て
、本
市
議
会
は
、

国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
国
が

財
源
を
負
担
し
、
最
低
限
の
保

障
と
し
て
学
校
給
食
費
の
無
償

化
を
早
期
に
実
現
す
る
よ
う
求

め
る
。

▪
障
が
い
者
通
所
施
設
に
お
け

る
食
費
実
費
負
担
に
係
る
減
免

措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

　

現
在
、
生
活
保
護
受
給
世
帯

及
び
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

で
障
が
い
の
あ
る
方
の
通
所
施

設
利
用
に
際
し
て
、
食
費
に
は

負
担
軽
減
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
厚
生
労
働
省
は
、

来
年
度
か
ら
軽
減
措
置
の
廃

止
、
全
額
自
己
負
担
と
す
る
方

向
性
を
示
し
て
い
る
。
全
額
自

己
負
担
に
な
る
と
月
22
日
の
施

設
利
用
で
現
在
、
月
平
均
の
食

費
負
担
が
約
５
千
円
で
あ
る
も

の
が
、
約
１
万
４
千
円
程
度
に

な
る
と
の
報
道
も
あ
り
、
大
き

な
負
担
増
に
な
る
。
生
活
介
護

や
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
の
サ
ー

◆
三
鷹
市
北
野
ハ
ピ
ネ
ス
セ
ン

タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

　

北
野
ハ
ピ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
に
、
社
会
福
祉
法

人
睦
月
会
を
指
定
す
る
も
の
で

す
。

そ
の
他

◆
市
道
路
線
の
認
定
及
び
承
諾

に
つ
い
て

　

市
道
第
848
号
線
、
第
850
号
線

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
市
道
路

線
と
し
て
認
定
を
行
う
も
の
で

す
。
ま
た
、
三
鷹
市
と
小
金
井

市
の
両
市
に
ま
た
が
る
開
発
事

業
の
道
路
に
つ
い
て
、
三
鷹
市

部
分
も
含
め
て
小
金
井
市
道
と

し
て
認
定
を
す
る
た
め
、
事
前

に
承
諾
を
求
め
る
も
の
で
す
。

議
員
提
出
議
案

意
見
書

▪
学
校
給
食
費
の
無
償
化
を
求

め
る
意
見
書

　

文
部
科
学
省
の
調
査
に
よ
る

と
、
２
０
１
５
年
度
現
在
の
国

公
立
学
校
の
給
食
実
施
率
は
、

小
学
校
99
・
１
％
、
中
学
校

88
・
１
％
、
特
別
支
援
学
校

89
・
５
％
、
夜
間
定
時
制
高
校

77
・
５
％
と
な
っ
て
お
り
、
特

に
小
学
校
の
実
施
率
の
高
さ

は
、
学
校
給
食
に
対
す
る
国
民

の
強
い
願
い
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
２
０
１

６
年
３
月
の
内
閣
府
・
経
済
財

政
諮
問
会
議
に
お
い
て
、
子
育

て
世
帯
の
支
援
拡
充
と
し
て
給

食
費
の
無
償
化
が
打
ち
出
さ
れ

た
。
ま
た
、
文
部
科
学
省
は
、

こ
と
し
公
立
小
・
中
学
校
の
給

食
無
償
化
に
関
す
る
全
国
調
査

に
乗
り
出
し
た
。
本
市
に
お
い

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
500
万
円
を
追
加
し
、

総
額
を
39
億
１
千
909
万
３
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。
東
部
水
再

生
セ
ン
タ
ー
の
修
繕
料
に
不
足

が
生
じ
る
見
込
み
と
な
っ
た
た

め
、
運
営
管
理
費
を
増
額
す
る

も
の
で
す
。

◆
平
成
29
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
７
千
753
万
円
を

追
加
し
、
総
額
を
129
億
７
千
185

万
２
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

平
成
28
年
度
の
保
険
給
付
費
等

の
確
定
に
伴
い
、
国
、
支
払
基

金
、
東
京
都
、
三
鷹
市
が
そ
れ

ぞ
れ
財
政
負
担
す
べ
き
額
を
、

負
担
ル
ー
ル
に
従
っ
て
精
算
す

る
も
の
で
す
。

指
定
管
理
者
の
指
定

◆
三
鷹
市
六
小
学
童
保
育
所
Ａ

等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

六
小
学
童
保
育
所
Ａ
、
六
小

学
童
保
育
所
Ｂ
、
南
浦
小
学
童

保
育
所
Ａ
、
南
浦
小
学
童
保
育

所
Ｂ
、
連
雀
学
園
学
童
保
育
所

の
指
定
管
理
者
に
、
株
式
会
社

日
本
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
指
定
す

る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
常
勤
の
特
別
職
職
員

の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

◆
三
鷹
市
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
、
期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

常
勤
の
特
別
職
職
員
及
び
市

議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給

率
を
、
一
般
職
職
員
に
対
す
る

東
京
都
人
事
委
員
会
の
勧
告
に

準
じ
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算

◆
平
成
29
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
２
億
７
千
114
万
３
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
682
億
５

千
959
万
２
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。
主
な
内
容
と
し
て
は
、
歳

出
予
算
に
お
い
て
、
国
庫
支
出

金
等
超
過
収
入
額
返
還
金
の
増

額
、
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
補
助
事
業
費
の
増
額
、
学
校

教
育
振
興
費（
小
・
中
学
校
費
）

の
増
額
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
平
成
29
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
202
万
円
を
追
加

し
、
総
額
を
205
億
２
千
445
万
６

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。
平
成

28
年
度
に
交
付
を
受
け
た
「
一

般
被
保
険
者
療
養
給
付
費
等
国

庫
負
担
金
」
の
確
定
に
伴
い
、

超
過
交
付
額
の
返
還
を
行
う
た

め
増
額
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
29
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

す
。

◆
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

都
市
計
画
税
の
税
率
の
特
例

に
つ
い
て
、
本
則
税
率
100
分
の

0.3
を
、
平
成
30
年
度
分
に
つ
い

て
は
29
年
度
分
に
引
き
続
き

100
分
の
０
・
225
と
す
る
も
の
で

す
。

◆
三
鷹
市
福
祉
住
宅
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

◆
三
鷹
市
営
住
宅
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

公
営
住
宅
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
認
知
症
等
で
収
入
の
申

告
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
市
長
が
認
め
る
も
の
に
つ
い

て
、収
入
申
告
義
務
を
免
除
し
、

市
長
の
調
査
に
よ
り
把
握
し
た

収
入
に
応
じ
て
、
使
用
料
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
も
の
で
す
。
ま
た
、
市
営
住

宅
に
つ
い
て
は
、
入
居
要
件
の

緩
和
と
し
て
、
子
育
て
世
帯
へ

の
支
援
を
拡
大
す
る
た
め
、
同

居
す
る
子
ど
も
の
入
居
要
件
を

「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
者
」
か
ら
「
18
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
」
に

改
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
に

伴
い
、
東
京
都
に
準
じ
勤
勉
手

当
の
支
給
率
を
改
定
す
る
と
と

も
に
、管
理
職
手
当
に
つ
い
て
、

東
京
都
の
額
を
参
考
に
、
近
隣

市
の
支
給
額
水
準
と
の
差
の
調

整
を
図
る
べ
く
、
そ
の
上
限
額

を
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

市
長
提
出
議
案

条
　
例

◆
三
鷹
市
の
適
正
な
債
権
管
理

の
推
進
に
関
す
る
条
例

　

市
民
の
財
産
で
あ
る
市
の
債

権
の
適
正
な
管
理
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
市
に
債
務
を
有
す

る
市
民
が
納
付
の
責
務
を
適
切

に
果
た
す
た
め
の
環
境
を
整
備

し
、
市
民
間
の
負
担
の
公
平
性

と
市
の
財
政
の
健
全
性
を
確
保

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
定
め

る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
生
産
緑
地
地
区
に
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
の
規

模
に
関
す
る
条
例

　

生
産
緑
地
法
改
正
に
よ
る
制

度
改
正
を
踏
ま
え
て
、
都
市
農

地
を
保
全
し
、
良
好
な
都
市
環

境
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
市
が
指
定
す
る
生

産
緑
地
の
規
模
を
定
め
る
も
の

で
、
そ
の
下
限
の
面
積
を
、
こ

れ
ま
で
の
500
平
方
メ
ー
ト
ル
か

ら
300
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
も

の
で
す
。

◆
三
鷹
市
北
野
ハ
ピ
ネ
ス
セ
ン

タ
ー
条
例

　

北
野
ハ
ピ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
に

つ
い
て
、
設
置
の
目
的
を
効
果

的
に
達
成
す
る
た
め
に
、
施
設

の
管
理
方
式
を
指
定
管
理
者
制

度
に
変
更
す
る
こ
と
に
伴
い
、

条
例
の
全
部
改
正
を
行
う
も
の

で
、指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
、

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
、
休

館
日
、
開
館
時
間
、
利
用
料
金

等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で

可
決
し
た
議
案

第
４
回
定
例
会

連
雀
学
園
学
童
保
育
所


